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　◆税務スケジュール（５月）

　◆弥生 得 情報

　◆イルカの調教と社員教育

よりひと言

◆助成金受給手続きにトライしてみました！

　

G.W　有意義に
お過ごし下さい

【大阪城の花見】
先月の１１日（土）奥さんと二人で大阪城へ花見に
行ってきました。
昨年も行ってきたのですがとても気持ちが
良かったので今年も行くことにしました。
梅田で途中下車してデパートで少し豪華な弁当を
購入。
ＪＲ環状線に乗って大阪城公園駅下車。
昼前でしたがもう電車、ホームは人で混雑です。
今年は顧問先の方に紹介頂いた西の丸庭園に
行ってみました。有料（200円）のせいか余り混雑し
ていなくてビニールシートを敷いてごろりと横に
なって空を見る。
じっくりと雲の動きを見るのは久しぶりです。
たまにはこうしたゆったりとした
時間を持つことはとても大事だ
なとつくづく思いました。
毎年こうした行事？は続けて
いきたいと思っています。

税務Ｑ＆Ａ　医療費控除の対象になりますか？

１．疲労困憊したときに飲む栄養ドリンク
２．インフルエンザの予防接種
３．人間ドッグの費用
４．病院に通う電車運賃（普通乗車券）
５．金歯・セラミック義歯
６．医師、柔道整復師による施術費用
７．レーシック手術（レーザー近視治療）
８．サプリメント購入費用

正解
１・×
２．×　ただし、Ｂ型肝炎の予防接種のように可能なものあります。
３．×　ただし、この検査で病気が見つかり、
          引き続き治療を行う場合は、認められます。
４．○
５．○
６．○  治療のためなら認められます。健康維持のためは不可です。
７．○
８．×  医師に処方された場合は認められます。

先日、白浜のアドベンチャーワールドへ行ってきました。いろんな動物を見ましたが、イルカのショーは特にすばらしかった
です。いつもよっぽど社員教育について、考えているのか、イルカのショーを見て、ふと、
「言葉が通じない中、人間が見本を示せない動きをどのようにしてトレーナーはイルカ達に教えるのか？」
「イルカにあれだけの教育ができるのであれば、人間に教育するなんて、実は簡単なことなのではないか？」
なんてことを思いました。おそらくものすごく地道な努力を人もイルカも繰り返し繰り返しする中で、できるようになった動き
ばかりなのだろうと思うと、心底感動しました。ネットで調べてみましたら、少し詳しく書いている方がいらっしゃいました。

イルカの調教においては、「・・・してはいけない。」と言う言葉は使われないそうです。良い動きをした時だけ、笛で合図を
し、ご褒美のフィッシュ(お魚)を与えます。これを繰り返すうちにイルカはどうすればフィッシュをもらえるのか（自分の魅力を
そのまま発揮できるのか）を悟るのです。それが、芸になるわけですが、しばらくしたら、その芸をしてもフィッシュを与えませ
ん。そして、別の動きをしたらフィッシュを与えます。すると、イルカは新しい芸をしたら、フィッシュをもらえる！と学びます。
さらには、フィッシュがなくても新しい芸をすることが『うれしい！！』そう思うようになるそうです♪（ヒプノコーチさんの楽天ブ
ログより）
http://plaza.rakuten.co.jp/diamondhappiness/diary/200603280000/

人の教育にも通じることがたくさんありそうです。

◆経営者が欲しい希少価値のある社員　 　                                                                                         担当：杉山
（書籍名：会社が放り出したい人　１億積んでもほしい人　著者：堀　紘一）
成長企業にとって本当に欲しい人材とは？という見出しで条件が書いてありました。この三種類の社員を抱えている経営者は、
幸せですね！
 ①仮説が構築できる人＝今の商品ではダメだ、こういう商品を出すべしだ。あるいは仕事のやり方はこうしたほうがいいんじゃないか、
　　という仮説をたてて提案できる人。起業家に欠かせない資質でもある。
　　注意すべきは仮説を構築することと、批判や批評をすることは断じて違うということである。
　　混同しないこと。
②実行力がある人＝出てきた仮説に対して、それが正しいか否か、きちんとした検証ができる人のこと。
　　①の人が必ずしも実行力を備えているとは限らないから、こちらも会社にとって非常に貴重な存在である。
③みんなと力を合わせて仕事ができる人＝この人材がたくさんいる会社は、業界ナンバーワンになれる潜在力を持っている。
　　全社を挙げて展開、実行しようとなった時、先頭に立って部下を率いてくれる人、頑張って力を合わせてやってくれる人。
    こうした人たちがいないと会社は決して成長しない。
 
★反対に経営者が放り出したい有害な社員とは？
　　①マイナス思考の人    　　②デマを飛ばす人   　　③やる気のない人
 

　
　
●与信管理と資金繰り
年明け以降、業種を問わず苦戦している企業が多いようです。緊急融資制度を利用して資金については一息つけるところも多いですが、
これから半年ほどは特に、得意先の与信管理と自社の資金繰りには細心のご注意をはらってくださるようにお願いいたします。

●伸びてる士業事務所の共通点
先日、㈱船井総研の勉強会に参加してきました。
ご存知の通りいろんな業種のコンサルをしている会社ですが、士業事務所に対してもコンサルをしておられます。
司法書士・弁護士・社労士・税理士等と一通りの士業に対してです。それぞれに担当のコンサルの方がおられて、
業界の今までと今後を分析したり、成長事務所の成功ポイントの紹介をしたりしていただいています。
今回は、その合同勉強会で、バス２台で大阪地区の会計事務所や行政書士事務所をグルグルと見学してまわり
トップの方のお話を伺うというものでした。新卒採用に力を入れている会計事務所の採用戦略や
日本一の規模の行政書士事務所の営業戦略をお聞かせいただき、大いに刺激を頂戴してきました。
共通しているのは目新しくとも何ともないのですが、「経営理念の徹底」です。今回改めてその大事さを実感しました。
遅まきながら、弊社においても経営理念の文書化とその徹底に努めて行きたいと思います。

　　平成21年5月1日

　徳野会計事務所

　〒530-0041
　大阪市北区天神橋2-3-8
　　　　　ＭＦ南森町ﾋﾞﾙ３階
　TEL：０６－６８０９－２２０５
　FAX：０６－６８０９－２２０６
URL：http://www.ft-tax.com/
mail:info@ft-tax.com

キャリア形成促進助成金
弊社では4月30日から赤松が社外研修に行くのですが、それに備え4月頭からキャリア形成助成金の受給の手続きを始めま
した。
キャリア形成促進助成金とは、従業員に教育訓練をした場合に、その受講料と就業時間に対応する賃金の一部が助成され
る制度です。
助成金を受けるには、最初の教育訓練の始まる日以前に受給資格認定を受けなければなりません。認定を受けるために
は、いろいろな書類を作成、用意をするのですがその種類が10種類以上もあり、どれを作ったか、どれが足らないかを確認
するだけでも大変でした。
それでも、4月23日に書類を提出することが出来て一安心しました。申請をすると決まってから約3週間、ひとつの区切りを迎
えることが出来ました。
しかし、10月に支給申請をするのですが、そのときには、今回の認定書類以上に、細かい内容を記載した書類を作らねばな
りません。
今から考えるだけでも大変ですが、がんばります。その時には、また、ご報告をいたします。

従業員の教育訓練をお考えの企業様は、一度、ご検討されてみてはいかがでしょうか？
この助成金の取り扱いは　独立行政法人雇用・能力開発機構　が窓口です。
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b.html

担当：岡村

「業種別勘定科目テンプレート」のダウンロードがあることをご存知ですか？
弥生㈱では不動産業（法人のみ）、飲食業、小売業、建設業、理容・美容業、医療業（一般医療・個人のみ）の計6業種の「簡
単取引入力」、「仕訳辞書」のテンプレートの、無償ダウンロード提供を始めています。
これにより、初期導入時の勘定科目の設定だけでなく、導入後の取引入力における面倒な記帳作業が
さらに簡単におこなえるようになります。
対象製品は「弥生会計09」となっております。　　一度、内容を確認してみてはどうでしょう？
　　弥生ＨＰ　http://www.yayoi-kk.co.jp/yss/download/

5月11日（月）
　・4月分　源泉所得税の納付
　・4月分　住民税の納付（特別徴収）

6月1日（月）
　・3月決算法人　確定申告
　・9月決算法人　中間（予定）申告
　・4月分社会保険料
　・自動車税（４月１日現在の所有者）

★変更されていますか？
　　４月分給与より雇用保険料・介護保険料の料率が変更されました。

　もし、変更されていない場合は、次回支給時に調整してください。
●雇用保険料率 ●介護保険料率

社会保険庁：http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo21.htm

厚生労働省： http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoten05/index.html


